
【令和 7 年度 実施業務のご案内】 ※毎年、年度及び実施内容が変更になります。  

〇釣り魚有効活用促進業務 

霞ヶ浦で釣りを通して、外来魚等の有効利用を図ることを目的として、釣り人にご協力いただき、決められた日

時・場所に霞ヶ浦・北浦で当日釣れた魚を持ち込んでもらい、回収を行います。回収した釣り魚は魚粉工場にお

いて飼料等の原料に加工され、肥料や養殖魚・家畜のエサに生まれ変わります。 

対象となるのは、当日に釣れた魚（アメリカナマズ、ダントウボウなど） 

※ アメリカナマズ等の特定外来生物を生きたまま運搬することは、外来生物法により禁止されていることか

ら、生きたまま回収場所へ持ち込まないよう、お願いいたします。 

霞ヶ浦・北浦では、それぞれ決められた釣りのルールとマナーがございますので、確認してから釣りを楽しんで

ください。 

茨城県 HP https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/kasui/contents/ruleandmanner.html 

＜釣り魚を有効活用します＞ 

どなたでも参加できます。チラシをご確認いただき、掲載の日時、場所まで当日釣った魚をお持ちください。魚

の重さに応じて、霞ヶ浦地域の特産品等を贈呈しております。 

＜外来魚フィッシィング体験学習会＞ 

釣り魚有効活用促進事業の「外来魚フィッシィング体験学習会」の参加を希望される方は、事前のお申し込みは

不要です。開催の時間や場所など詳しくはチラシをクリックしてご覧ください。（先着順にて受付いたします。受

付できる人数には制限がございますのでご注意ください。） 

釣り魚有効活用促進事業のご案内 ←PDF のチラシをリンクさせる（たびたび変更あり） 
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